
「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等

に関する条例」について 

 

介護保険法において、事業所の人員、設備及び運営に関する基準は、自治体の条例で定

めることとされており、本市においても、「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、

設備及び運営の基準等に関する条例」（平成２５年１月９日京都市条例第３９号。以下「基

準条例」という。）を制定し、平成２５年４月１日から施行しています。 

各事業者におかれましては、基準条例の内容について御理解いただくとともに、各事業

所及び施設において、適切な事業の運営を行っていただきますようお願いします。 

 

１ 条例制定に当たっての本市の基本的な考え方 

  本市においては、以下の４点を基本的な考え方として、基準条例を制定しています。 

⑴ 全国一律での運用との整合性の確保 

サービス種別や報酬等、制度の根幹を成す基本的な枠組みは、全国一律の統一的な

基準により運用されており、また、サービスの質を担保するための詳細な基準を定め

た国の人員等基準に基づき、多くの事業者が適切な運営を行っていることを踏まえ、

地域ごとに基準が異なることで利用者や事業者に無用の混乱が生じないよう配慮して

います。 

 

⑵ 京都市の施策との整合性の確保 

本市の地域の実情を踏まえたうえで、本市の重要施策や「京都市民長寿すこやかプ

ラン」に掲げた施策を推進するために、全国一律の基準よりも踏み込んだ対応が必要

なものについて、独自の基準を設定しています。 

 

⑶ サービスの質及び量の確保に対する考慮 

国の人員等基準と異なる内容とする必要があるものについて、国の人員等基準を緩

和する場合には、それによってサービスの質が低下するおそれがないか、また、国の

人員等基準を強化する場合には、それによってサービスの量の確保に支障が生じるお

それがないかを考慮しています。 

 

⑷ 京都府の基準条例との整合性に対する考慮 

京都市内を含む京都府内で広域的に事業展開している事業者の事業運営に混乱が生

じないよう、京都府が制定する基準条例との整合性を考慮しています。 

 

 

 



２ 国基準とは異なる本市の独自基準 

 ⑴ 暴力団の排除（役員等から暴力団員等を排除） 

【対象：全事業所】 

市民が安心して暮らせる介護・福祉サービス等の充実を図るため、平成２４年３月

に京都市暴力団排除条例が制定されたことを踏まえ、暴力団排除の規定を設けていま

す。 

 

⑵ サービス提供に関する記録の保存年限の延長（２年→５年） 

   【対象：全事業所】 

国基準では、サービス提供に関する記録の保存年限は２年と規定されていますが、

介護報酬（不正請求を含まない。）が過大請求となった場合等の返還請求に係る消滅時

効が５年であることから、保険給付の適正を確保するため、基準条例において、保存

年限を５年としています。 

※ 総合事業の訪問型サービス・通所型サービスの記録の保存年限（５年）は、各サ 

 ービスの基準要綱で規定しています。 

※ 対象となる記録の詳細は、「各サービスにおける保存すべき記録」を参照してくだ

さい。 

  

⑶ ユニット型特別養護老人ホームにおける居室面積の拡充（１０．６５㎡以上→１３．２㎡以上） 

   【対象：介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設（ユニット型に限る。）】 

京都市民長寿すこやかプランでは、その人らしい豊かな生活を実現できるよう、介

護・福祉サービスの充実を図ることとしています。 

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設）を利用

される方にとって、利用前の居宅生活と連続した生活となるよう、自宅から持ち込む

家具などを配置できるスペースを居室内に設けるとともに、居室内において車椅子等

を容易に利用できるスペースの確保や、ベッドに対する多方向からの介護の実現など、

介護の状況に応じた満足度の高い福祉サービスが受けられることを可能にするため、

基準条例においては、国基準の１人当たりの居室面積「１０．６５㎡以上」を、「１３．

２㎡以上」に拡充し規定しています。 

 

⑷ ショートステイの食費の設定方法（１食単位で設定することの義務化） 

   【対象：（介護予防）短期入所生活介護、（介護予防）短期入所療養介護】 

ショートステイ（短期入所生活介護及び短期入所療養介護）における食費をどのよ

うに設定するかについては、利用者と事業者の契約によるものであり、国の基準にお

いては明確に定められていませんが、利用者にとってより明確で分かりやすいサービ

スとなるよう、基準条例においては、事業者に食費を１食単位で設定することを義務



付けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑸ 通所系サービス及び施設・居住系サービスにおける耐震性の確保 

   【対象：通所介護、（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予防）短期入所生

活介護、（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）特定施設入居者生活介護、地

域密着型通所介護、（介護予防）認知症対応型通所介護、（介護予防）小規模多機能

型居宅介護、（介護予防）認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生

活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介

護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設】 

阪神・淡路大震災や東日本大震災では、想定を超える大規模な被害が発生しました。

市民のいのちと暮らしを守るため、このような震災に備え、高齢者の方が利用される

施設等の耐震性の確保は一層重要性を増しています。 

介護保険施設等について、国基準では、耐震性の確保が要件となっていないことか

ら、基準条例において、通所系サービス及び施設・居住系サービスについては、事業

の開始及び施設の開設又は移転を行う際には、事業者に対して耐震性を有する（※）

建築物での事業実施を義務化するとともに、平成２７年７月１日以前に既に事業を開

始している既存の事業及び施設については、耐震性の確保を努力義務としています。  

なお、既存の事業所及び施設の床面積を増加させる場合も耐震性を有する必要があ

りますので、注意してください。 

  ※ 「耐震性を有する」とは、次のことをいいます。 

① 昭和５６年６月１日以降に新築の工事に着手していること。 

② 昭和５６年５月３１日以前に新築の工事に着手したものにあっては、耐震診断

報告書において耐震性を有することを確認していること、又は耐震改修工事等に

より耐震性を有していることを確認していること。 

 ○ 総合事業の通所型サービス（介護予防型デイサービス、短時間型デイサービス）に

ついては、各サービスの基準要綱により耐震性に関 

   して同様の基準を定めております。 

 

 

（留意点） 

運営規程、重要事項説明書等において、食費を１食単位で記載していない場合には、

１食単位への修正が必要です。 

また、所得段階区分の第１段階から第３段階までの利用者に係る補足給付を請求され

ている事業者にあっては、基準費用額１，４４５円（日額）以内での、１食単位での記

載が必要です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
３ 条例及び一部改正の施行期日 

平成２５年４月１日（居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所を除く全事業所） 

平成２６年４月１日（居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所） 

 平成２７年７月１日（２⑺に関する事項） 

 平成２８年４月１日（地域密着型通所介護） 

平成３０年４月１日（共生型居宅サービス等の特例、介護医療院他） 

  平成３０年６月１１日（看護小規模多機能型居宅介護の申請者要件） 

  令和６年４月１日（虐待の発生等の防止措置、介護療養型医療施設他） 

令和７年４月１日（介護老人福祉施設等の居室の定員） 

 

＜参考＞ 

○ 介護保険サービス事業者等の国指定基準・市条例・要綱等を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上記⑴～⑸以外の基準については、国の省令において定めるものと同一の規定とし

ています。 

 

※ これまで本市独自基準としていた、以下の内容については、国の省令改正（令和３

年４月１日施行）により、同様の内容が新たに規定されました。 

 ・人権の尊重に係る措置（人権・虐待防止の体制整備及び研修実施） 

 ・（介護予防）認知症対応型共同生活介護におけるユニット数の拡充（２ユニット以

下→３ユニット以下） 
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訪問介護・総合事業の訪問型サービス ● ● ● ● ●

（介護予防）訪問入浴介護 ● ● ● ●

（介護予防）訪問看護 ● ● ● ● 主治の医師による指示の文書，訪問看護計画書，訪問看護報告書

（介護予防）訪問リハビリテーション ● ○ ● ● ●

（介護予防）居宅療養管理指導 ○ ● ● ●

通所介護・総合事業の通所型サービス ● ● ● ● ●

（介護予防）通所リハビリテーション ● ○ ● ● ●

（介護予防）短期入所生活介護 ● ● ● ● ● ●

（介護予防）短期入所療養介護 ● ○ ● ● ● ●

（介護予防）特定施設入居者生活介護 ● ● ● ● ● ●

・法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意に係る書類（※
１）
・指定特定施設入居者生活介護の業務の全部または一部を委託によ
り他の事業者に行わせる場合における業務の実施状況についての確
認結果の記録
・入居者である居宅要介護被保険者に代わり居宅介護サービス費の
支払いを受けることについて当該居宅要介護被保険者の同意を得た旨
及び氏名が記載された書類（※２）
・受託居宅サービス事業者から受けた報告に係る記録（※３）
・受託居宅サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認した
結果等の記録（※３）

（介護予防）福祉用具貸与 ● ● ● ● ●
・福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場
合における業務の実施状況の確認結果等の記録

特定（介護予防）福祉用具販売 ● ● ● ● ●

介護老人福祉施設 ● ● ● ● ● ●

介護老人保健施設 ● ○ ● ● ● ●
居宅において日常生活を営むことができるかどうかについての検討の
内容等の記録

介護医療院 ● ○ ● ● ● ●
居宅において日常生活を営むことができるかどうかについての検討の
内容等の記録

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ● ● ● ● ●
・主治の医師による指示の文書（連携型の場合は不要）
・訪問看護報告書（連携型の場合は不要）
・介護・医療連携推進会議の報告，評価，要望，助言等の内容

夜間対応型訪問介護 ● ● ● ● ●

地域密着型通所介護 ● ● ● ● ● ●

（介護予防）認知症対応型通所介護 ● ● ● ● ● ●

（介護予防）小規模多機能型居宅介護 ● ● ● ● ● ● ● ・居宅サービス計画

（介護予防）認知症対応型共同生活介護 ● ● ● ● ● ● ●

地域密着型特定施設入居者生活介護 ● ● ● ● ● ● ●

・指定特定施設入居者生活介護の業務の全部または一部を委託によ
り他の事業者に行わせる場合における業務の実施状況についての確
認結果の記録
・入居者である居宅要介護被保険者に代わり居宅介護サービス費の
支払いを受けることについて当該居宅要介護被保険者の同意を得た旨
及び氏名が記載された書類

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ● ● ● ● ● ● ●

看護小規模多機能型居宅介護 ● ● ● ● ● ● ●
○主治の医師による指示の文書
○訪問看護報告書（看護小規模多機能型居宅介護報告書）
・居宅サービス計画

● ● ●

・介護サービス事業者等との連絡調整に関する記録
・個々の利用者ごとの居宅介護支援台帳（居宅サービス計画，アセス
メントの結果，サービス担当者会議，モニタリングの結果に係る記録を
記載すること）

● ● ●

・介護サービス事業者等との連絡調整に関する記録
・個々の利用者ごとの介護予防支援台帳（介護予防サービス計画，ア
セスメントの結果，サービス担当者会議，介護予防サービス計画の実
施状況の評価及びモニタリングの結果に係る記録を記載すること）

● ● ●

・介護サービス事業者等との連絡調整に関する記録
・個々の利用者ごとの介護予防ケアマネジメント台帳（介護予防サービ
ス・支援計画，アセスメントの結果，サービス担当者会議，介護予防
サービス計画の実施状況の評価及びモニタリングの結果に係る記録を
記載すること）

　※　○については，診療録又は診療記録等の保存でも差し支えない。
　※　（介護予防）特定施設入居者生活介護の記録について
　　　　※１　介護予防特定施設入居者生活介護のみ
　　　　※２　介護予防特定施設入居者生活介護を除く
　　　　※３　外部サービス利用型特定施設入居者生活介護のみ必要
　※　総合事業の訪問型サービス・通所型サービス・介護予防ケアマネジメントの記録の保存年限（５年）は，各サービスの基準要綱で規定しています。

介護予防ケアマネジメント

各サービスにおける保存すべき記録

保存すべき記録＼サービス種別
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介護保険サービス事業者等の国指定基準・市条例・要綱

国基準・市条例・要綱

京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

訪問介護

（介護予防）訪問入浴介護

（介護予防）訪問看護

（介護予防）訪問リハビリテーション

（介護予防）居宅療養管理指導

通所介護

（介護予防）通所リハビリテーション

（介護予防）短期入所生活介護

（介護予防）短期入所療養介護

（介護予防）特定施設入居者生活介護

（介護予防）福祉用具貸与

特定（介護予防）福祉用具販売

介護老人福祉施設 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年３月３１日厚生省令第３９号）

介護老人保健施設 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成１１年３月３１日厚生省令第４０号）

介護医療院 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成３０年１月１８日厚生労働省令第５号）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護

（介護予防）認知症対応型通所介護

（介護予防）小規模多機能型居宅介護

（介護予防）認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

看護小規模多機能型居宅介護

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年３月３１日厚生省令第３８号）

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の
方法に関する基準（平成１８年３月１４日厚生労働省令第３７号）

介護型ヘルプサービス 京都市介護型ヘルプサービスの事業の人員、設備及び運営に関する要綱

生活支援型ヘルプサービス 京都市生活支援型ヘルプサービスの事業の人員、設備及び運営に関する要綱

支え合い型ヘルプサービス 京都市支え合い型ヘルプサービスの事業の人員、設備及び運営に関する要綱

介護予防型デイサービス 京都市介護予防型デイサービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する要綱

短時間型デイサービス 京都市短時間型デイサービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する要綱

介護予防ケアマネジメント 京都市第１号介護予防支援事業実施要綱

総
合
事
業

○居宅サービス
　指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年３月３１日厚生省令第３７号）

○介護予防サービス
　指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための
効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年３月１４日厚生労働省令第３５号）

○地域密着型サービス
　指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年３月１４日厚生労働省令第３４号）

○地域密着型介護予防サービス
　指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年３月１４日厚生労働省令第３６号）

サービス種別

居
宅
サ
ー

ビ
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設
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地
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サ
ー

ビ
ス

居宅介護支援

介護予防支援

介護保険サービス

 


